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令和７年２月１日現在

仮番号 委員種別 氏　　名

1 宅地所有者 井口
い ぐ ち

　末男
す え お

2 宅地所有者 石田
い し だ

　良子
よ し こ

3 宅地所有者 冨岡
とみ おか

　征四郎
せ い し ろ う

4 宅地所有者 清水
し み ず

 加奈子
か な こ

5 宅地所有者 齊藤
さ い と う

　秀雄
ひ で お

6 宅地所有者 大橋
おおはし

　利
り

喜
き

夫
お

7 宅地所有者 和田
わ だ

　正夫
ま さ お

8 学 識 経 験 田中
 た    なか

　義久
よし ひさ

9 学 識 経 験 栁
やぎ

下
した

　和美
か ず み

第四期和光市駅北口土地区画整理審議会委員名簿

任期：令和6年10月26日から令和11年10月25日まで
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土地区画整理審議会の役割 
 
１． 審議会の概要について 
 〇 設置の根拠 

  施行者が設置する諮問機関であり、任務が終わった場合に廃止

されます。（法第５６条第１項及び第４項、規程第９条） 

 〇 目的及び性格 

  「換地計画」、「仮換地の指定」等に関する事項について、施行者

からの諮問に対し、審議し答申する諮問機関です。（法第５６条

第３項）したがって、議事進行上等特別の場合を除き、審議会委

員が発議することはできません。 

 〇 組織及び委員定数 

  委員定数１０名について、所定の手続を経て選挙された委員が

８名、学識経験を有する者のうちから市長が選任した学識経験

委員２名により組織されます。（法第５７条及び５８条第１項、

施行令第１８条、規程第１０条第１項及び第２項及び第３項） 

 

２． 権限（職務）について 

土地区画整理審議会は、換地計画、仮換地の指定及び保留地の決

定に関する事項についてこの法律に定める権限を行います。（法

第５６条第３項） 

「同意を必要とする事項」（議決事項） 

・ 評価員を選任しようとする場合（法第６５条第１項） 

・ 学校や道路などについて、換地計画において特別の定めをする

場合（法第９５条第７項） 

・ 保留地を決定する場合（法第９６条第３項） 

・ 宅地地積の適正な地積を定める場合（法第９１条第２，４，５

項） 

・ 借地地積の適正な地積を定める場合（法第９２条第３，４項） 

 

 「意見を必要とする事項」（諮問事項） 

・ 換地計画を作成しようとする場合（法第８８条第６項） 
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・ 換地計画を変更しようとする場合（法第９７条第３項において

準用する法第８８条第６項） 

・ 換地計画の縦覧により意見書の提出のあった場合の内容審査

（法第８８条第６項） 

・ 仮換地を指定しようとする場合（法第９８条第３項） 

 

３． 委員について 

 〇 任期 

  任期は５年です。（規程第１１条）ただし、選挙により委員にな

った者が、任期中に当該選挙の選挙権の目的となった所有権又

は借地権についての権利が有しなくなったときは、その地位を

失います。（法第６３条） 

 〇 委員の身分 

  審議会は和光市が設置する諮問機関ですから、その委員（非常勤）

は、地方公務員の特別職となります。（地方公務員法第３条第３

項）したがって、地方公務員法の適用はなく、他の職務との兼務

も認められます。 

 〇 委員の報酬等 

  委員の報酬は、和光市「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費

用弁償に関する条例」に基づいて、審議会開催の都度出席委員に

日額４，０００円（会長は５，０００円）を支給します。 

  また、費用弁償については、和光市外居住の方に実費交通費を支

給します。 
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和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理審議会議事運営規則 

平成２２年１月４日 

規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業施行規

程（平成１９年条例第２２号）第９条に規定する和光都市計画事業和光市駅

北口土地区画整理審議会（以下「審議会」という。）の議事運営に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（会長及び会長代理） 

第２条 審議会に、会長及び会長代理を置く。 

２ 会長及び会長代理は、委員の互選により定めるものとする。 

３ 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

４ 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議の招集） 

第３条 審議会の会議（以下「会議」という。）の招集の通知は、文書をもっ

て行う。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 

（委員の参集） 

第４条 前条の通知を受けた委員は、指定された日時に指定された場所に参集

するものとする。 

２ 委員は、会議に出席することができないとき又は開会時刻に遅れて出席す

るときは、その旨をあらかじめ会長に届け出なければならない。 

（委員の議席） 

第５条 委員の議席は、最初の会議において抽選により定めるものとする。 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、審議会の議決があったとき
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は、非公開とすることができる。 

２ この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関する事項は、市長が別に定

める。 

（委員の退席） 

第７条 委員は、会議中退席しようとするときは、その事由を告げて会長の許

可を得なければならない。 

２ 会長は、会議中に定足数を欠くおそれがあると認めるときは、委員の退席

を禁じることができる。 

（議事の整理） 

第８条 会長は、会議の開会及び閉会を宣言し、会議の順序を定め、議事を整

理する。 

２ 会長は、開会時刻後相当の時間を経過しても出席委員数が定足数に達しな

いときは、流会を宣言する。 

３ 会長は、会議中に定足数を欠くに至ったときは、休憩又は流会を宣言す

る。 

４ 委員は、会長の許可を得なければ発言することができない。 

５ 会長は、議事を整理するため必要があると認めたときは、委員の発言を止

め、議事を中止し、又はその順序を変更することができる。 

（採決の宣言） 

第９条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。 

（採決の方法） 

第１０条 議案の採決は、原則として挙手により行う。 

（市職員等の出席） 

第１１条 会長は、必要に応じ、市職員その他特に必要と認める者を会議に出

席させ、議案についての説明又は意見を求めることができる。 

（議事録の作成） 
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第１２条 会長は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、次に掲げる事項を記載する。 

（１） 会議の開会及び閉会に関する事項及びその日時 

（２） 委員の出欠に関する事項及びその氏名 

（３） 会議の中途で出席し、又は退席した委員の氏名及びその時間 

（４） 委員以外の出席者の氏名 

（５） 会議に付した議案名及びその採決に関する事項 

（６） 議事の内容その他会長が必要と認める事項 

３ 議事録には、会長及び会長の指名する委員２名が署名押印するものとす

る。 

４ 公開された会議の議事録は、閲覧に供することができる。 

５ 議事録は、市長が保管する。 

（委員の辞任） 

第１３条 委員は、辞任しようとするときは、あらかじめ審議会の承認を得な

ければならない。 

（庶務） 

第１４条 審議会の庶務は、駅北口まちづくり事務所において処理する。 

（委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年規則第２８号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定は公

布の日から施行する。 
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（準備行為） 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前にお

いても行うことができる。 
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和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理審議会傍聴要領 

 

第１ 趣旨 

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理審議会の会議（以下「会議」と

いう。）の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 傍聴手続 

傍聴の受付開始は、会議の開会時刻の３０分前からとする。 

２ 審議会の傍聴を希望する者は、傍聴申出書（様式第１号）を会議の開会まで

に審議会の会長（以下「会長」と言う。）に提出し、傍聴証（様式第２号）の

交付を受けなければならない。 

 

第３ 定員 

傍聴者の定員は、１０名とする。ただし、会長が必要と認めるときは、定員

を変更することができる。 

 

第４ 傍聴証の交付及び返還 

会長は、傍聴申出書の提出があった者に対し、傍聴証を交付する。ただし、

傍聴を申し出た者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴証を交付する。 

２ 傍聴証の交付を受けた者（以下「傍聴者」という。）は、傍聴証の交付を受

けた日に限り、会議を傍聴することができる。 

３ 傍聴者は、傍聴中常に傍聴証を携帯しなければならない。 

４ 傍聴者は、傍聴を終えたときは、直ちに傍聴証を返還しなければならない。 

 

第５ 傍聴することができない者 
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  次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

⑴ 会議の妨害となる器物等を携帯している者 

⑵ 酒気を帯びている者 

⑶ その他、会議を妨害し、又は他の者に迷惑を及ぼすおそれがある者 

 

第６ 遵守事項 

傍聴者は、傍聴するときは静粛を旨とし、次に掲げる事項をしてはならない。 

⑴ 会議における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明するこ

と。 

⑵ 飲食又は喫煙すること。 

⑶ 携帯電話の使用並びに録音、撮影等を行うこと。 

⑷ その他、会議の妨害となるような行為をすること。 

 

第７ 会長の指示 

傍聴者は、すべて会長の指示に従わなければならない。 

 

第８ 退場 

傍聴者は、次に掲げる事項に該当した場合は、退場しなければならない。 

⑴ 会長が非公開であることを宣告し、傍聴者の退場を命じたとき 

⑵ 傍聴者が遵守事項に違反し、会長が退場を命じたとき 

 

附 則 

この要領は、平成２２年１月４日から施行する。 
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和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業施行規程 

平成１９年９月２５日 

条例第２２号 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 費用の負担（第６条） 

第３章 保留地の処分方法（第７条・第８条） 

第４章 土地区画整理審議会（第９条―第１７条） 

第５章 地積の決定の方法（第１８条―第２０条） 

第６章 評価（第２１条―第２３条） 

第７章 清算（第２４条―第２９条） 

第８章 雑則（第３０条―第３４条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉を増進することを

目的として、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」という。）

第３条第４項の規定により和光市（以下「施行者」という。）が施行する和光

市駅北口地区の土地区画整理事業（以下「事業」という。）に関し、法第５３

条第２項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。 

（事業の名称） 
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第２条 事業の名称は、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業とい

う。 

（施行地区に含まれる地域の名称） 

第３条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。 

和光市新倉１丁目、下新倉１丁目及び下新倉２丁目の各一部 

（事業の範囲） 

第４条 事業の範囲は、法第２条第１項及び第２項に規定する事業とする。 

（事務所の所在地） 

第５条 事業の事務所の所在地は、和光市広沢１番５号和光市役所内に置く。 

第２章 費用の負担 

（費用の負担） 

第６条 事業の施行に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。 

（１） 法第９６条第２項の規定により定める保留地の処分金 

（２） 法第１２０条の規定による公共施設管理者負担金 

（３） 法第１２１条の規定による国庫補助金 

第３章 保留地の処分方法 

（処分方法） 

第７条 法第９６条第２項の規定により定めた保留地は、公開抽選により処分

するものとする。ただし、施行者が必要と認めたときは、指名競争入札又は一

般競争入札（以下「入札」という。）により処分することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、随意契約により
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処分することができる。 

（１） 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供するとき。 

（２） 抽選による場合において応募者がいないとき若しくは当選者が契約

を締結しないとき、又は入札に付した場合において入札者若しくは落札者

がいないとき若しくは落札者が契約を締結しないとき。 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、施行者が必要と認めたとき。 

（処分価格） 

第８条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、

環境、近傍類似の土地の取引価格等を総合的に考慮し、かつ、法第６５条第１

項の規定により選任された評価員（以下「評価員」という。）の意見を聴いて

定めた予定価格とする。ただし、入札により処分する場合は、予定価格を下ら

ない落札金額をもってその処分価格とする。 

２ 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めたときは、評価

員の意見を聴いて前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。 

第４章 土地区画整理審議会 

（審議会の設置） 

第９条 法第５６条第１項の規定により和光都市計画事業和光市駅北口土地区

画整理審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（委員の定数） 

第１０条 審議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、１０人とする。 

２ 前項に規定する委員の定数のうち、法第５８条第１項の規定により施行地

区内の宅地の所有者（以下「宅地所有者」という。）及び施行地区内の宅地に
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ついて借地権を有する者（以下「借地権者」という。）がそれぞれのうちから

各別に選挙する委員の数の合計は、８人とする。 

３ 第１項に規定する委員の定数のうち、法第５８条第３項の規定により市長

が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の

数は、２人とする。 

（委員の任期） 

第１１条 委員の任期は、５年とする。ただし、委員に欠員が生じたことにより

新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（立候補制） 

第１２条 法第５８条第１項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちか

ら選挙する。 

（予備委員） 

第１３条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙さ

れる委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。 

２ 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権

者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。 

３ 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の

得票があった者のうち得票数の多い者から順次市長が定めるものとし、得票

数が同じである者が２人以上あるときは、市長がくじで定めるものとする。 

４ 法第５９条第５項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、

前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充するものとする。 

（当選人又は予備委員となるために必要な得票数） 
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第１４条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙におい

て、宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙に

おけるそれぞれの有効得票の総数を除して得た数の４分の１以上とする。 

（委員の補欠選挙） 

第１５条 法第６０条第１項の規定により宅地所有者から選挙された委員又は

借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれの委員の数の３分の１を

超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の

補欠選挙を行うものとする。 

（学識経験委員の補充） 

第１６条 法第６０条第２項の規定により学識経験を有する者のうちから選任

した委員に欠員が生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任

するものとする。 

（学識経験委員の解任） 

第１７条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第６３条第４項第

２号又は第３号の規定に該当することになったときは、市長は当該委員を解

任することができる。 

第５章 地積の決定の方法 

（基準地積の決定） 

第１８条 換地計画において換地及び清算金の額を定めるときの基準となる従

前の宅地各筆の地積（以下「基準地積」という。）は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）現在におけるその登記されている地積（以下「登記地

積」という。）とする。ただし、施行日現在において登記されていない場合に

ついては、施行者が実測した地積とする。 
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（基準地積の更正等） 

第１９条 宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利（処分の制限を含

む。以下次条において同じ。）を有する者は、基準地積が事実と相違すると認

めるときは、施行日から９０日以内に、実測図及び当該宅地に隣接する宅地の

所有者の同意書を添えて施行者に実測による地積の確認の申請をすることが

できる。 

２ 施行者は、前項の申請があったときは、申請人及び当該宅地に隣接する宅地

の所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認するものとす

る。 

３ 施行者は、前項の規定により確認した地積を当該宅地の基準地積とする。 

４ 施行者は、前条の登記地積が明らかに事実に相違すると認める宅地又は特

に地積について実測する必要があると認める宅地について、当該宅地の所有

者及び当該宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積

を実測して、その基準地積を更正することができる。 

５ 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した

地積が、その区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異があ

る場合は、実測した地積をその区域内の宅地各筆（前条並びに第２項及び前項

の規定による実測の結果、基準地積が定まった宅地及び登記地積を更正した

と認められる宅地を除く。）の基準地積に按分して宅地各筆の基準地積を更正

しなければならない。 

（基準権利地積） 

第２０条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき

宅地又はその部分及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地につ

いて存する所有権以外の権利の地積（以下「基準権利地積」という。）は、そ
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の登記地積又は法第８５条第１項の規定による申告に係る地積（地積の変更

について同条第３項の規定による届出があったときは、その変更後の地積。以

下「申告地積」という。）とする。ただし、申告地積の合計がその宅地の基準

地積に符号しないときは、基準地積に符合するように按分その他適当と認め

る方法により定めた地積を基準権利地積とする。 

第６章 評価 

（評価員の定数） 

第２１条 法第６５条第１項に規定する評価員の定数は、３人とする。 

（宅地の評価） 

第２２条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、

利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めるものとする。 

（権利の評価） 

第２３条 所有権以外の権利（地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。）の

存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価

額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。 

２ 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、

利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めるものとする。 

第７章 清算 

（清算金の算定） 

第２４条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従

前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額

（従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有

権以外の権利の価額）に乗じて得た額（以下「従前の権利価額」という。）と



17 

 

当該換地の価額（換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又

は所有権以外の権利の価額）との差額とする。 

２ 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて

金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とす

る。 

（清算金の相殺） 

第２５条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、

その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するもの

とする。 

（清算金の徴収又は交付の通知） 

第２６条 施行者は、清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限

及び場所を定め、少なくともその期限の３０日前にこれを納付すべき者又は

交付を受けるべき者に通知するものとする。 

（清算金の分割徴収又は分割交付） 

第２７条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が２

万円以上である場合は、それぞれ別表に定めるところにより分割徴収し、又は

交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期

限は、第１回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。 

２ 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当

該清算金に付すべき利子は年６パーセントとし、第１回の分割徴収し、又は交

付すべき期日の翌日から起算するものとする。 

３ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、

第２回以後の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限
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の日から起算してそれぞれ６月を経過した日とする。 

４ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における

第１回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第２回以後の納付額又は交

付額の総額（利子を除く。）を控除して得た額とし、第２回以後の納付額又は

交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から１００円未満の端数

を控除して得た額にその回の利子を加えて得た額とする。 

５ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、

施行者は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を

定めて清算金を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。 

６ 清算金を分割納付すべき者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて

納付することができる。 

７ 施行者は、第１項の規定により清算金を分割交付している場合において、必

要があると認めるときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交

付することができる。 

８ 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したと

きは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収する

ことができる。 

（延滞金） 

第２８条 施行者は、納付すべき清算金を滞納した者に督促状を発し、延滞金を

徴収する。 

２ 前項に定める延滞金は、当該督促に係る清算金の額（以下「督促額」という。）

が１，０００円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付期限の翌

日から納付の日までの日数に応じ、督促額（１００円未満の端数があるときは、

その額を控除した額）に年１０．７５パーセントの割合を乗じて得た額とする。 
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３ 施行者は、前項の延滞金の額が１００円未満である場合においては、これを

徴収しないものとする。 

４ 施行者は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第

２項の延滞金の額を減免することができる。 

（仮清算への準用） 

第２９条 第２４条から前条までの規定は、法第１０２条の規定により施行者

が仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。 

第８章 雑則 

（所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止） 

第３０条 施行者は、法第８８条第２項の規定による換地計画の縦覧開始の公

告の日から法第１０３条第４項の規定による換地処分の公告の日までの間は、

法第８５条第４項の規定により、同条第１項の規定による申告又は同条第３

項の規定による届出は受理しない。 

２ 施行者は、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号。以下「令」と

いう。）第１９条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して２０日

を経過した日から令第２２条第１項の公告がある日までの間は、法第８５条

第４項の規定により、借地権について同条第１項の規定による申告又は同条

第３項の規定による届出は受理しない。 

（換地処分の時期の特例） 

第３１条 施行者は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、

必要があると認めるときは、法第１０３条第２項ただし書の規定により換地

処分を行うことができる。 

（補償金の前払い） 
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第３２条 施行者は、法第７７条第２項の規定により照会を受けた者が自ら建

築物等を移転し、又は除却するときにおいて、施行者が必要あると認めた場合

においては、法第７８条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前

払いすることができる。 

（権利の変動の届出） 

第３３条 この条例施行後において、宅地又は建築物等について権利に変動を

生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならな

い。 

（委任） 

第３４条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業の事業計画決

定の公告の日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第４６号） 

この条例は、平成２０年１２月１６日から施行する。 

別表（第２７条関係） 

徴収又は交付すべき清算金の総額 分割徴収又は分割交付する期限 分割回数 

２万円以上５万円未満 ６月以内 ２ 

５万円以上１０万円未満 １年以内 ３ 

１０万円以上１５万円未満 １年６月以内 ４ 
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１５万円以上２０万円未満 ２年以内 ５ 

２０万円以上２５万円未満 ２年６月以内 ６ 

２５万円以上３０万円未満 ３年以内 ７ 

３０万円以上３５万円未満 ３年６月以内 ８ 

３５万円以上４０万円未満 ４年以内 ９ 

４０万円以上４５万円未満 ４年６月以内 １０ 

４５万円以上５０万円未満 ５年以内 １１ 

５０万円以上 ５年６月以内 １２ 

 

 


